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令和４年１０月１日施行  

改正育児・介護休業法のご案内  

 

男女とも仕事と育児を両立できるよう

に、産後パパ育休制度（出生時育児休

業制度）の創設や雇用環境整備、個

別周知・意向確認措置の義務化など

の改正が１０月１日より行われます。 

 

◆雇用環境整備義務化について 

 育児休業と産後パパ育休の申し出が円  

滑に行われるよう、事業主は以下のいず

れかの措置を講じる必要があります。 

① 育児休業・産後パパ育休に関する研

修の実施  

② 育児休業・産後パパ育休に関する相

談体制の整備  

③ 自社の労働者の育児休業・産後パ

パ育休取得事例の収集・提供  

④ 自社の労働者へ育児休業・産後パ

パ育休制度と育児休業取得促進に

関する方針の周知  

＊複数の措置を講じることが望ましい  

 

◆個別周知・意向確認措置の義務化  

  本人または配偶者の妊娠・出産等を申

し出た労働者に対して、事業主は育児

休業制度等に関する以下の事項の周

知及び休業の取得意向の確認を個別

に行う必要があります。 

 

 

★周知事項  

① 育児休業・産後パパ育休に関する制

度  

② 育児休業・産後パパの申し出先  

③ 育児休業給付に関すること 

④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期

間について負担すべき社会保険料の

取り扱い 

★個別周知・意向確認の方法  

① 面談  

② 書面交付  

③ ＦＡＸ  

④ 電子メール等   のいずれか 

＊③④は労働者が希望した場合のみ  

 

◆産後パパ育休（出生時育休業）創設  

 産後パパ育休 (10.1～ ) 

対象期間  

取得可能日数  

子の出生後８週間以内に  

４週間まで取得可能  

申出期限  原則休業の２週間前まで  

分割取得  分割して２回取得可能  

(初めにまとめて申出が必要 ) 

 

休業中の就業  

労使協定を締結している場合

に限り、労働者が合意した範

囲で休業中に就業することが

可能 （就業可能日等に上限有）  

 

◆育児休業制度の分割取得  

  取得の際にそれぞれ申し出をし、分割

して２回取得が可能になります。 

 

就業規則等の見直しが必要となります

ので早めの対応が必要です。 

毎月５日発行 
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